
県内リサイクル産業の育成や再生資源の有効活用を図ることを目的に、一定の基準を満たす
県内で製造されたリサイクル製品（生活関連用品）を県が認定を行い、その利用促進を図る制
度です。

再生資源を原材料として製造
した生活関連用品13分類（認
定対象は順次拡充します）

① 県内製造
② 認定基準適合
③ 関係法令遵守 など

リサイクル製品の製造・加工・
製造委託等を行う者

① 県内リサイクル産業の育成を図る制度であること
② グリーン購入法に準じた基準であること
③ 県での率先利用や積極的な広報により広く利用促進を図る制度であること
④ 認定製品を一定額以上使用した事業所は県競争入札参加資格審査の加点を受けられること

本制度の 特徴

認定対象 主な認定要件 申請対象者

これまでに認定された製品も展示しております。
是非ご覧ください！

？ 県産リサイクル製品認定制度とは

FURTE.U「KUTSU KUSAITTE」
製造者：株式会社山万

無垢材ティッシュケース
製造者：丸野木工有限会社

杉の皿
製造者：株式会社イマムラ・スマイル・コーポレーション

再生油Ｂｉｏ
製造者：株式会社サニックス

Koi/awaiこい・あわい シャンプー、トリートメント、ハンドクリーム
製造者：佳秀工業株式会社

天使のおまもり 原液美容液
製造者：佳秀工業株式会社

令和５年度は新たに
８製品を認定しました！
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